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１. 事業継続計画策定の必要性  

（１） 目的  

本計画は、東日本大震災の経験を踏まえ、今後、相馬港において同様の地震・津波災

害が発生した場合にも、港湾被災による地域の産業活動への影響を最小限とすべく、必

要な港湾の重要機能を維持、あるいは早期に回復できるよう、災害発生直後から行政機

関や民間事業者の共同・連携による、迅速かつ臨機応変な対応ができる体制を構築する

ことを目的として策定するものである。 

  

（２） 位置づけ  

本計画は、関係者より構成される相馬港港湾機能継続協議会の検討を踏まえて策定す

るものであり、具体的には、特定の想定地震や津波等による被害想定の下で、重要機能

の回復の目標を関係者間で共有するとともに、関係者が共同して行う必要がある事前準

備と発災時対応を定めるものである。  

なお本計画は、港湾機能の有する現時点の脆弱性を踏まえて策定されたものであり、

今後、事前準備の充実等に対応して定期的な見直しを行うものである。 

  

（３） 協議会会員の行動範囲と本計画の活用方法  

本計画は、発災後に各会員が対応すべき活動と、対策の全体像を整理したものである

ため、個々の会員組織が分担する詳細な行動計画や具体的な対策については、各会員の

ＢＣＰに委ねられる。 

実際に大規模災害が発生した場合、会員は本事業継続計画に定められた機能回復目標

の達成を目指して、臨機応変に行動することを求められる。 

なお、本計画が対象とする大規模災害は、地震でいえば震度６弱以上、津波でいえば

当該港湾周辺の陸域への浸水被害が発生した場合とする。また、協議会座長又は副座長

が必要と判断した場合は、本計画を発動するものとする。 

  

（４） 本計画の対象  

原則として、現在物流に利用されている公共の岸壁、それに関連する航路、泊地、航

路・泊地、臨港道路、ふ頭用地、荷役機械等を対象とする。 

 

表１ 計画対象地区 

対象地区 施設概要 図中№ 主な貨物 

１号ふ頭地区 岸壁：１号ふ頭第１号岸壁(- 5.5m,90m) 

１号ふ頭第２号岸壁(- 5.5m,90m) 

１号ふ頭第３号岸壁(- 7.5m,130m) 

１号ふ頭第４号岸壁(- 7.5m,130m) 

１号ふ頭第５号岸壁(- 7.5m,130m)  

１号ふ頭第６号岸壁(- 5.5m, 90m) 

１－１ 

１－２ 

１－３ 

１－４ 

１－５ 

１－６ 

砂利・砂 

セメント 
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対象地区 施設概要 図中№ 主な貨物 

１号ふ頭地区 １号ふ頭第７号岸壁(- 5.5m, 90m) 

１号ふ頭第８号岸壁(- 5.5m, 90m) 

１号ふ頭上屋：1,000㎡(県営1号) 

１－７ 

１－８ 

１－上 

砂利・砂 

セメント 

２号ふ頭地区 岸壁：２号ふ頭第１号岸壁(- 5.5m, 90m) 

２号ふ頭第２号岸壁(- 7.5m,130m) 

２号ふ頭第３号岸壁(- 7.5m,130m) 

２号ふ頭第４号岸壁(-12.0m,240m) 

２号ふ頭上屋：5,936.75㎡(県営2号,県営3

号) 

タイヤマウント型水平引込クレーン:１基 

２－１ 

２－２ 

２－３ 

２－４ 

２－上 

２－タ 

砂利・砂 

金属機械

工業品 

３号ふ頭地区 岸壁：３号ふ頭第１号岸壁（耐震） 

(-12.0m,240m) 

岸壁：３号ふ頭第４号岸壁(-10.0m,170m) 

 

３－１ 

３－４ 

石炭 

５号ふ頭地区 岸壁：５号ふ頭第４号岸壁(- 5.5m,100m) ５－４ 化学薬品 

泊地 １号ふ頭地区泊地(-5.5m) 

１／２号ふ頭地区泊地(-7.5m) 

１／２号ふ頭地区泊地(-5.5m) 

１／２号ふ頭地区航路・泊地(-7.5m) 

２号ふ頭地区第２船溜まり 

３号ふ頭地区泊地(-10m) 

３号ふ頭地区泊地(-12m) 

３号ふ頭地区航路・泊地(-12m)【計画】 

４号ふ頭泊地(-14m) 

４号ふ頭地区航路・泊地(-14m) 

５号ふ頭地区航路・泊地(-14m) 

５号ふ頭泊地（-5.5m～-7.5m） 

泊－１ 

泊－２ 

泊－３ 

泊－４ 

泊－５ 

泊－６ 

泊－７ 

泊－８ 

泊－９ 

泊－１０ 

泊－１１ 

泊－１２ 

 

航路 北航路(-14m) 

北航路(-15m) 

南航路(-7.5m) 

Ｋ－１ 

Ｋ－２ 

Ｋ－３ 

 

臨港道路 

 

臨港道路１号線 

臨港道路２号ふ頭内線 

臨港道路３号ふ頭内線 

臨港道路５号ふ頭内線 

Ｒ－１ 

Ｒ－２ 

Ｒ－３ 

Ｒ－５ 
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図１ 計画対象地区位置図 
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相馬港 

２．想定地震・津波の規模及び回復目標の設定 

２-１ 想定地震・津波の規模  

福島県地域防災計画（平成 27年 2月改訂、福島県）と平成 23 年 3 月 11 日に発生し

た東北地方太平洋沖地震（Ｍ9.0）の状況を参考に、相馬港における地震・津波災害を

以下のように設定する。 

 

表２ 相馬港の想定地震・津波災害 

参考地震 震度 津波浸水深 

東北地方太平洋沖地震（Ｍ９．０） 震度６強 ６ｍ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 東日本大震災の推計震度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 東日本大震災による相馬港の津波浸水深 

相馬港 

出典：気象庁ホームページ 

A 区域：建造物の多くが「全壊（流出）」、「全壊」、「全壊（１階天井以上の浸水）」の区域。 

B 区域：建造物の多くが「大規模半壊」、「半壊（床上浸水）」の区域。 

C 区域：建造物の多くが「一部損壊（床下浸水）」の区域又は大規模な農地や緑地等。 

D 区域：浸水区域内であるが、建造物の多くが宅地条件（地盤が高い）等により「被害無し」の区域。 

新地町 

出典：東日本大震災による被災現況調査結果（第一次報告） 

（H23.8 国土交通省都市局） 

相馬市 



5 
 

２-２ 港湾施設の被害想定 

地震・津波設定を基に、航路・泊地、耐震強化岸壁、バルク岸壁、臨港道路について、被害と復旧に要する期間を想定する。 

 
表３ 被害想定  

※東日本大震災時の被害を参考に復旧工事内容を一定考慮し想定した。 

施  設 被災の程度 被 災 状 況 

泊地、航路 △ 車、沈船、漁網、タイヤ等の漂流物（２００個）により閉塞 

緊急物資輸送岸

壁 

岸壁 ○ １バース （震災時未供用） 

荷捌地 ○ 陥没、ガレキ等漂着物散乱 

バルク岸壁 岸壁 ○ ０バース  

△ ３バース 岸壁法線変形小、エプロン沈下、舗装版破砕、不陸 

△△３バース 岸壁法線変形大、エプロン沈下、舗装版破砕、不陸 

× ８バース 岸壁が部分的に倒壊、エプロン沈下、舗装版破砕、不陸 

荷捌地 △ 陥没隆起 

タイヤマウント式水平引込クレーン × １基 本体倒壊 

臨港道路 緊急輸送路 ○ 沈下、たわみ、クラック、路面損壊、通行障害物 

それ以外 △ 沈下、たわみ、クラック、路面損壊、通行障害物 

 

凡例：被害の程度の区分 
記号 係留施設 泊地、航路 臨港道路、荷捌き地 荷役機械 

○ ２～３日で応急復旧可能 直ちに使用可 ２～３日で応急復旧可能 ２～３日で応急復旧可能 

△ １ヶ月程度で応急復旧可能 概ね３週間程度で応急復旧可能 概ね２週間程度で応急復旧可能 概ね６ヶ月程度までに応急復旧可能 

△△ ３ヶ月程度で応急復旧可能 概ね３ヶ月程度で応急復旧可能 － 概ね１年程度で応急復旧可能 

× ２～３年の期間を要する ６ヶ月～ － １年～ 
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２-３ 復旧目標の設定 

緊急物資、バルクについて復旧目標とする時期と輸送能力、岸壁数を示す。 

  

（１）復旧目標（震度６強・津波浸水深６ｍ以上） 

① 緊急物資  

港湾計画における耐震強化岸壁の計画に基づき以下の通り設定する。 

  
表４ 緊急物資の復旧目標 

復旧時期 

（災害発生後の時期） 

輸送能力 岸壁数 

３日以内 100トン/日 １バース（３－１） 

   ※輸送能力については、東日本大震災時における実績を採用。 

  

② バルク 

  災害発生後１ヶ月以内に４バースの復旧を目指す。その後の輸送需要の増加に対応

し、３ヶ月以内に７バースの復旧を目指す。 

 

表５ バルクの復旧目標 

復旧時期 

（災害発生後の時期） 

輸送能力 岸壁数 

１ヶ月以内 4.8 万トン/月 ４バース 

２ヶ月以内 4.8 万トン/月 ４バース 

３ヶ月以内 6.6 万トン/月 ７バース 

１０ヶ月以内 6.6 万トン/月 ７バース 
※表 3の岸壁被害程度（復旧期間）の岸壁数から、目標到達に必要な岸壁数を想定。 

※バルクは、石油・ガス類、専用の荷役機械が必要なセメント、火力発電所の石炭を除く貨物。 

※輸送能力については、通常時貨物取扱能力(トン/月)×1.3(災害時目安：東日本大震災の事例より) 

＝災害時取扱能力(トン/月)で算定。 

 

【貨物輸送需要】 

 ○バルク（ﾄﾝ/月） 
０ヶ月 １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月 ９ヶ月 10ヶ月 

81 1,053 5,670 14,823 25,434 34,587 41,148 45,441 48,033 49,491 50,382 
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２-４ 応急復旧方針として決定する項目 

協議会は、会員参集後、被害調査の結果と本事業継続計画の方針をもとに、応急復旧

方針として表６における各項目について決定する。 

 

表６ 応急復旧方針として決定する項目 

項  目 内  容 

応急復旧 

 

 

応急復旧の対象

施設（想定） 

 

緊急物資）３－１ 

バルク） ２－４、１－１、１－３ 

臨港道路）Ｒ－１、Ｒ－３ 

・被害調査の結果から、応急復旧の対象とする施設を選定す

る。 

・事例は東日本大震災の事例から早期に暫定使用が可能とな

った施設と耐震強化岸壁を記載。 

・緊急輸送路以外の臨港道路は、上記により選定された応急

復旧対象施設を念頭に、福島県地域防災計画により道路管

理者が開通する緊急輸送路への接続、応急復旧作業路確保

の必要性から応急復旧箇所を選定する。 

 
※相馬港周辺の緊急輸送路（福島県地域防災計画より） 

 

 

 

 

第１次確保路線（最優先）  

 

 

 

国道   ：６号線 

高速自動車道：常磐自動車道、東北中央自動車道（相馬福島道路） 

一般県道  ：相馬港線 

臨港道路 ：３号ふ頭内線～１号線～県道相馬亘理線 

第２次確保路線（優先） 
主要地方道：相馬亘理線（国道６号～新地停車場釣師線） 

 臨港道路 ：（相馬亘理線～相馬港湾建設事務所） 

第３次確保路線（第１次、第２次以外） 
  

 

復旧の優先順位

(想定) 

緊急物資）３－１ 

バルク） ２－４、１－１、１－３ 

・本ＢＣＰの方針と被害調査の結果、地域の要請を踏まえ、

復旧の優先順位を決定する。 

・事例は東日本大震災の事例から早期に暫定使用が可能とな

った施設と耐震強化岸壁を記載。 

・臨港道路は、上記優先順位及び、幹線道路の被害・復旧状

況から優先順位を決定する。 

揚収物、ガレキ

等の集積場所 

１）４号ふ頭背後若しくは５号ふ頭内 

・航路啓開による揚収物、臨港道路やヤードの啓開で除去す

るガレキ、被災貨物の集積場所を決定する。 

・事例は東日本大震災の事例等から選定。 

漂流船舶の係留

場所 

１）１号ふ頭第１船溜まり 

・収容した港内漂流船舶の集約・係留場所を決定する。 

・事例は東日本大震災の事例等から選定。 
役割分担 ・緊急物資輸送時および幹線貨物輸送時の役割分担は、各々

表 10（P19）と表 11（P26）を基本とし、必要事項を追加

して決定する。 
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項  目 内  容 

応急復旧 応急復旧の手順 ・図７(P21)および図 10(P29)の流れに従い、被災状況に注意

を払いつつ作業を進める。 

・復旧の優先順位を踏まえ、応急復旧の手順を確認する。 

作業体制 ・港湾管理者・地方整備局・建設関連団体等が確保出来る作

業員、作業船、建設資材、資機材を確認する。 

・応援が必要な場合は、港湾管理者・地方整備局・建設関連

団体等で調整する。 

・応急復旧に係る連絡調整定例会議を通じ、指揮・命令系統

を確認する。 

応急復旧の工程

(想定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各施設の応急復旧の流れが確認できる工程表を作成する。 

緊急輸送 緊急物資輸送の

手順 

・被災状況に注意を払いつつ、作業を進める。 

作業体制 ・被害想定に応じ表 10（P19）の関係者が確保出来る作業

員、作業船、建設機械、資機材を確認する。 

・応援が必要な場合は、関係者間で調整する。 

・応急復旧に係る連絡調整定例会議を通じ、指揮・命令系統

を確認する。 

幹線貨物 幹線貨物輸送再

開の手順 

・図 10（P29）の流れに従い、被災状況に注意を払いつつ、

作業を進める。 

作業体制 ・被害想定に応じ表 11（P26）の関係者が確保出来る作業

員、作業船、建設機械、資機材を確認する。 

・応援が必要な場合は、関係者間で調整する。 

・応急復旧に係る連絡調整定例会議を通じ、指揮・命令系統

を確認する。 

情報共有と情報発信 

 

・関係者の報告事項、情報共有の方法を確認する。 

・情報発信の内容、スケジュールを確認する。 

  

【工程表】

～３日 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～３ヶ月

緊急物資輸送岸壁 ３－１

バルク岸壁 ２－４
１－１
１－３
１－４
１－８
５－４

泊地、航路

凡例： 被害軽微

要応急復旧工事

項目
災害発生後の経過時間
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２-５ 施設復旧の概要  

・応急復旧方針に従い、施設の応急復旧、航路啓開・安全確認、揚収物・漂流物の処

理を行う。  

・まず、緊急物資輸送に必要な航路・泊地の啓開と施設の応急復旧を行い、その後、幹

線貨物輸送の再開に向け、その他の航路・泊地と施設の応急復旧を実施する。  

 

 
図４ 施設の応急復旧の概要 

 

※本資料中において、航路啓開とは「障害物の除去を行い、船舶交通に必要な水深を確保するまで」を指す。 
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３．直前予防対応の確立 

危機的事象の発生後においては、時間の経過とともに必要とされる内容が変化し、そ

れぞれの局面ごとに実施する対応の優先順位の見定めが重要である。 

初動段階で実施すべき具体的な対応のうち、手順や実施体制を定め、必要に応じてチ

ェックリストや記入様式など用意すべきものを、表７に例示する。 

 

表７ 直前予防段階で実施すべき対応例 

実施主体 
実 施 事 項 

項 目 詳 細 

各関係者 

情報収集・共有 
・潮位等気象情報、カメラ等のモニタリング 

・台風等の進路予想等の気象情報の連絡 

体制準備 ・災害時の体制準備 

被害軽減策 

・現場作業員等の退避 

・蔵置貨物の倒壊防止 

・土のう、止水板設置による浸水防止 

 
 

３-１ 情報収集・共有の確保 

・過去の被災履歴などから港湾施設の脆弱箇所等の把握を行い、リスクマトリックス

等を用いてリスクの分析、評価を実施するとともに、直前予防対応が必要な箇所を、

優先順位付けし関係者間で情報共有する。 

・台風等の接近により、高潮・暴風等の発生が予想される場合は、ＴＶ、ラジオ、気象

情報サイト等のほか、気象庁他関係機関のホームページにより発生予想日時を把握し、

潮位等気象情報やカメラ等のモニタリングを行い、気象変化を捉え、減災のための対

応に着手する。 

 

 

３-２ 体制準備の確保 

・台風等の状況や時間軸の経過により災害の外力が変化するという認識の下、進路・強

さ・速度・接近時間帯等の気象状況、浸水被害の可能性の有無等を総合的に勘案し、

防災行動の実施タイミングについて各実施主体が柔軟に対応可能な災害対応体制の

構築を行う。 

・詳細は１２-３「フェーズ別対応計画」による。 

 

 

 

３-３ 被害軽減策の設定 

・事前対策は必要に応じた詳細な内容を詰め、必要な人員・資機材を確保する必要があ

る。そのため実施スケジュールを含め、具体的な事前対策を計画することが重要であ

る。 

・各協議会会員は必要に応じて実施対策項目（P11）を事前に確認する。 
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○実施対策項目 

・業務拠点への各種マニュアル配備、パソコン、電話回線、各種書類、事務機器などの

設置及び確保 

・通信、電源、水をはじめライフラインの代替対策 

・緊急時の現場作業員、警備員の避難場所の確保 

・重要物流道路や防災拠点と連携した緊急物資等の輸送機能の検討 

・災害によるガレキ等の仮置場の確保 

・重要な情報・文書のバックアップの実施 

・応急復旧資材などの海上輸送ルートの整理 

・災害協定等の締結 

・作業船基地や重機保管場所の整理 

・台風等の被害が事前に予見できる場合の荷役機械の固定やコンテナ固縛等の被害防

止・軽減策の実施 
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４. 初動体制の確立  

４-１ 初動体制の確保  

・以下の事象が発生した場合には、協議会会員は４-２「災害対策活動拠点の確保」に

定める災害対応拠点へ自主的に参集する注とともに、各会員の所属する組織との連絡

ルートの確保に努めるものとする。また、座長（東北地方整備局小名浜港湾事務所長）

は災害対応拠点において、本事業継続計画に基づいて速やかに港湾機能継続協議会

を立ち上げるものとする。 

 

①  震度観測点相馬市中村又は新地町谷地小屋で震度６弱以上を観測した場合  

②  相馬港周辺で陸域への津波浸水災害が発生した場合  

 

・会員は相馬港に大津波警報が発表された場合、浸水による被害の発生を想定し、警報

解除後すぐに事業継続体制が始動できる様準備しておくものとする。 

・なお、被害の拡大等により、協議会会員以外の関係者（表８）の参集が必要となる場

合には、協議会座長（東北地方整備局小名浜港湾事務所長）または副座長（福島県土

木部港湾課長）の判断によるものとする。  

 
注1） 遠隔地に所在している会員については、その限りではない。 

注2） 初動体制については、福島県相馬港湾建設事務所長が代理で副座長を務めることができ

る。 
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表８  協議会会員 

 

区分 関係者 住所

株式会社辰巳商会 相馬市原釜字大津271

相馬港湾運送株式会社 相馬市原釜字北谷地295

日本通運株式会社 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神129

福島汽船株式会社　※ いわき市小名浜字渚254

龍北運輸株式会社 相馬市原釜字大津271

小名浜水先人区水先人会　※ いわき市小名浜宇辰巳町18-1

一般社団法人日本埋立浚渫協会 いわき市小名浜字小湊196-25

東北支部※ いわき市小名浜字辰巳町17-1

一般社団法人福島県建設業協会 南相馬市原町区大町3-30

相馬支部 相馬市小泉字高池88-1

一般社団法人福島県測量設計業協会 南相馬市原町区日の出町528

相双支部

福島県港湾空港建設協会 相馬市原釜字南戸崎56

株式会社アイ・テック 相馬市原釜字大津267

昭和電工株式会社 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神西1-14

石油資源開発株式会社 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神159-2

相馬事業所

相馬エネルギーパーク合同会社 相馬市光陽2-2-30

相馬エネルギーサポート株式会社 相馬市光陽1-2-25

相馬共同火力発電株式会社 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神1-1

太平洋セメント株式会社　※

福島ガス発電株式会社 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神161-3

丸三製紙株式会社 南相馬市原町区青葉町1-12-1

第二管区海上保安本部 いわき市小名浜辰巳町66

福島海上保安部　※

横浜税関　小名浜税関支署　相馬出張所 相馬市尾浜字札ノ沢10-1

東北地方整備局　小名浜港湾事務所 相馬市中村字塚ノ町65-16
相馬市振興ビル606号室

いわき市小名浜栄町65

福島県　土木部　港湾課　※ 福島市杉妻町2-16

福島県　相馬港湾建設事務所 相馬市原釜字大津183

相馬市　産業部　商工観光課 相馬市中村字北町63-3

新地町　企画振興課 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30

　※ 遠隔地に所在している会員

宮城県仙台市青葉区二日町1-23
アーバンネット勾当台ビル8階

港湾物流企業
・

船舶代理店

荷主企業等

行政（町）

海上保安部

C　I　Q

行政（国）

行政（県）

行政（市）

港湾物流企業

パイロット

建設関連団体
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４-２ 災害対策活動拠点の確保 

災害対応拠点ならびに代替拠点は以下の通りとする。  

 

・災害対応拠点 ： 福島県相馬港湾建設事務所 

・災害対応代替拠点： 相馬市役所  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出所：地理院地図（電子国土 Web） 

図５ 参集場所 

 

 

４-３ 情報連絡手段の確保 

・全ての関係者は、災害時の通信手段として複数の連絡手段を確保する。特に確実性の

高い衛星電話を設置することが望ましい。 

・使用可能であれば、電話、携帯電話、メール、FAXを使用する。 

なお、担当者、携帯電話、メールアドレス等の詳細の連絡体制表を別途作成し、協議

会会員間で共有する。  

 

  

相馬港湾建設事務所 

TEL: 0244-26-8768 (代表) 

FAX: 0244-38-8200 

相馬市役所 

TEL: 0244-37-2120(代表) 

FAX: 0244-37-2251 
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４-４ 被害調査  

・協議会会員は発災後速やかに被害調査を実施し、その結果を港湾管理者（福島県相馬

港湾建設事務所）に報告するものとする。  

・被害調査では、自組織が保有または管理する施設・設備の被害の状況や、業務遂行機

能の現状を把握する。なお、被害調査は、もっぱら施設等の目視点検や電話・メール

等による被害情報収集等に基づいて、当該港湾の被災後の業務継続能力を評価し、応

急復旧の方針を検討する目的で実施するものとする。従って、施設の本格復旧のため

の詳細な調査は各会員機関が別途実施することとなる。 

・被害調査結果は、被害調査票に記入し港湾管理者（福島県相馬港湾建設事務所）に

報告する。 被害状況の報告は、調査実施の可否、実施状況等も含め、発災後（津

波災害時は、津波警報解除後）３時間以内に第１報を港湾管理者（福島県相馬港湾

建設事務所）で集約し、協議会事務局（東北地方整備局小名浜港湾事務所）と共有

する。更に、その後も新たな情報が入り次第改定するものとする。 

・被害調査の第1報においては、各協議会会員との連絡網の確保を最優先事項とする。 

・被害調査票に記入する項目・内容は、各協議会会員であらかじめ整理しておくことが

望ましい。  

・調査対象が重複する場合は、あらかじめ分担を決めておくこととする。  

・協議会会員が分担する主な被害調査の項目は表９の通り。  
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表９ 各関係者が実施する被害調査の項目 

関係者 調査項目 

福島県相馬港湾建設事務所 ・事務所の被害（職員、事務所建物、業務艇、公用

車、ライフライン等） 

・業務の状態 

・港湾施設の被害（水域・陸域） 

東北地方整備局 

小名浜港湾事務所 

・事務所の被害（職員、事務所建物、業務艇、公用

車、ライフライン等） 

・業務の状態 

・港湾施設の被害（水域・陸域） 

福島海上保安部 ・事務所の被害（職員、事務所建物、巡視船艇、公用

車、ライフライン等） 

・業務の状態 

・港湾及び周辺水域の被害（漂流物、船舶、航路標識

等） 

辰巳商会 

相馬港湾運送 

日本通運 

福島汽船 

龍北運輸 

・事務所の被害（従業員、事務所、ライフライン等） 

・業務及び港湾利用状況の状態・見通し 

・利用している港湾施設の被害（被災貨物、上屋、荷

捌地、荷役機械、設備等） 

・自社の車両、船舶、取り扱い貨物及び船舶の被害 

アイ・テック 

昭和電工 

石油資源開発 

相馬エネルギーパーク 

相馬エネルギーサポート 

相馬共同火力発電 

太平洋セメント 

福島ガス発電 

丸三製紙 

・事務所の被害（従業員、事務所建物、ライフライン

等） 

・業務及び港湾利用状況の状態・見通し 

・自社の貨物・車両、荷役機械等の被害調査 

福島県港湾空港建設協会 

福島県測量設計業協会 

福島県建設業協会 

日本埋立浚渫協会東北支部 

・出動可能な会員企業 

・使用可能な資機材 

横浜税関小名浜税関支署 

相馬出張所 

・事務所の被害（職員、事務所建物、検査機械、ライ

フライン等） 

・業務の状態 
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■被災・復旧状況　報告様式（被害調査票）

○営業活動再開時期　　　　※わかる範囲でご記入ください。

○利用希望港湾施設

○施設・設備等の被災状況　　　※自由様式　（図面、写真、表貼り付け可）

第 報
目的：公共港湾施設の復旧計画を策定するための基礎資料として使用します。

記入日時：

記入者 会社名 所属

　　　月　　　日　　　時　　　分 

連絡手段
連絡可能な通信手段（電話番号・FAX・メールアドレスなど）

再開時期 月 日頃　 再　　開　　　　・　　　　予　　定

再開阻害要因

施　　設　　名 貨　　物　　名 使　　用　　量 利　用　時　期
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５. 緊急物資輸送のための行動計画  

５-１ 応急復旧対象施設 

  緊急物資輸送に係る、応急復旧対象施設（想定）を図６に示す。  

 

 
図６ 応急復旧対象施設 
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５-２ 関係者と役割  

相馬港で荷揚げする緊急物資の輸送に備え、関係者は体制を準備しておく。 

緊急物資輸送に関する主な関係者と役割を表10に示す。 

 

表 10 施設復旧に関する関係者と役割 

関係者 協議会会員 主な役割 

港湾物流企業等 辰巳商会 

相馬港湾運送 

日本通運 

龍北運輸 

・自社が取り扱う貨物・自社倉庫・車

両・荷役機械等の被害調査 

・自社の被災車両・荷役機械撤去・回

収 

・自社の荷役機械、倉庫の応急復旧 

・荷主との連絡（自社が扱う被災貨物

撤去・回収） 

陸運業者 

倉庫業者 

福島県相馬港湾建設事務所

（県協定協会） 

・緊急物資輸送体制の確保 

・緊急物資輸送 

港湾管理者 福島県相馬港湾建設事務所 ・港湾施設の被害調査 

・港湾施設の応急復旧（臨港道路啓

開） 

地方整備局 小名浜港湾事務所 ・港湾施設の被害調査 

・航路啓開 

・出来形確認 

・港湾施設の応急復旧（航路啓開・岸

壁復旧） 

建設関連団体 福島県港湾空港建設協会 

福島県測量設計業協会 

福島県建設業協会 

日本埋立浚渫協会東北支部 

・港湾施設の被害調査 

・港湾施設の応急復旧 

(作業関連者) 漁協関係者 

自社係留施設所有者 
・作業調整、情報提供・共有 

 

災害対応等で調

整が必要となる

可能性のある協

議会員外の作業

関連者 

関係機関 港湾事業継続計画外の災害活動で調

整が必要となる可能性のある活動内

容例 

警察・消防等 福島県警察相馬警察署 

相馬地方広域消防本部 

（自衛隊※） 

・被災者安否 

・行方不明者捜索 

・交通・通行の制限 

・危険物対応 

（・災害応急対策・支援） 

※（）書きは、調整次第、正式に記載する。 
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５-３ 応急復旧作業方針 

作業方針を以下の通りとする。  

ただし、災害後の状況によっては、関係者が協議して変更する。 

 

 （１）施設復旧 

 ① 施設復旧の作業範囲 

・施設復旧にあたっては、地方整備局は国の直轄工事で整備した施設の応急復旧を

行う。対象施設は岸壁（３－１）を想定しているが、被害調査の結果、これによ

りがたい場合は別途対象施設の再検討を行う。  

・港湾管理者は、県が整備した施設の応急復旧を行う。対象施設は臨港道路（Ｒ－

１）を想定しているが、被害調査の結果、これによりがたい場合は別途対象施設

の再検討を行う。  

   ・施設が近接する場合は、必要に応じていずれかが主導して応急復旧を行うことと

する。  

   ・応急復旧工事の実施にあたっては、あらかじめ締結した災害時協定等に基づき、

地方整備局・港湾管理者と協定団体が協力して実施する。 

   ・港湾管理者は、臨港道路の応急復旧工事にあたっては、各道路管理者が開通させ

る緊急輸送路に接続できるよう、連携を取りながら行う。  

 

② 連絡調整定例会議  

   ・港湾管理者と地方整備局、建設関連団体並びに求めに応じて参加するその他の関

係者は、定例会議を開催し、応急復旧の各種調整や情報共有を行う。  

 

  ③ 揚収物、ガレキ、漂流船舶等の集積場所 

・揚収物及び撤去したガレキ、漂流船舶、車両は３号ふ頭多目的広場若しくはふ頭

用地に集積する。 

 

 （２）航路啓開・安全確認 

① 航路啓開の作業範囲  

・航路啓開の作業範囲を図６のとおり定める。ただし、想定する岸壁に変更があっ

た場合は、啓開範囲についても併せて再検討する。 

 

② 揚収物の集積場所  

・揚収物は３号ふ頭多目的広場若しくはふ頭用地に集積する。 

 

③ 漂流船舶の係留岸壁  

・収容した港内回収船舶の係留岸壁は、災害後の状況により、関係者協議の上決定す

る。 

 

  ④作業船の係留岸壁 

   ・作業船の係留岸壁は、２号ふ頭第２船溜まりとする。ただし、東日本大震災の事例

から設定した想定である。 

 

 

 

 



21 
 

（３）揚収物処理 

 ・揚収物（コンテナ、貨物、車両、荷役機械、漁具、漁船等）は、所有者（船社、荷

主企業、港湾物流企業等、漁業関係者等）が引き取り処分することを原則とする。  

・ただし、被害が甚大で所有者だけでは対応が困難な場合、または所有者が不明な

場合は、担当行政機関（相馬市、新地町等）が処分を行うことを原則とする。 

 

 

５－４ 応急復旧作業手順 

   各応急復旧作業の基本的な活動の手順は次の通りである。 

 

 （１）施設復旧 

 ①港湾管理者・地方整備局・建設関連団体  

   ・港湾管理者と地方整備局は、災害時協定を締結している建設関連団体に支援を要

請し、施設の被害状況の詳細な調査と輸送路確保・応急復旧工事の手順、数量等

の検討に関する協力を求める。 

   ・港湾管理者は、国・市・建設関連団体・荷主企業・港湾物流企業や船舶代理店と

協力してガレキ等の状況を調査し、撤去・回収と一時保管調整等を行う。  

   ・応急復旧にあたっては、作業関連者との連絡を密にし、必要に応じて作業関連者

に定例会議への出席を依頼するなど、連携を図りながら進める。 

 

② 港湾物流企業等  

・港湾物流企業等は、被害状況調査を実施するとともに被害の拡大や二次災害の発

生の防止に努める。  

 

③ 石油会社  

・石油会社は、石油コンビナート等防災計画に基づき、被害状況調査を実施すると

ともに被害の拡大や二次災害の発生の防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図７ 施設復旧の流れ（緊急物資輸送）  

港湾管理者 地方整備局 建設関連団体

        　　        　　　　支援要請

支援要請

航
路
啓
開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被害調査

　　　・荷役機械、　　　　・臨港道路　　　　　・岸壁　　　　　　　・ガレキ等
　　　・荷捌地　   　　　　・上屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応急復旧

　　　・ガレキ等の　　　　　　・荷役機械　　　　・臨港道路　　　　・岸壁
　　   撤去・保管　　 　　　　・荷捌地　　　　 　・上屋

耐震強化岸壁の供用
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（２）航路啓開・安全確認 

 ① 海上保安部  

●被害調査  

・海上保安部は、津波警報解除後、港内における障害物の状況を調査し、航路啓開

を担当する港湾管理者、地方整備局に情報提供を行うとともに、協議会に報告す

る。  

 

   ●航路啓開・航路の安全確認  

・航路標識の応急復旧を行う。  

・港湾管理者と地方整備局から航路啓開完了の報告を受け、出来形確認の成果等によ

り安全確認を行う。安全が確認されれば、暫定水深による船舶交通の制限等の見直

しを行う。安全が確認できない場合は、港湾管理者と地方整備局に安全が確認でき

るまで航路啓開作業を行うよう指導する。  

・船舶交通制限等の見直しにあたっては、暫定水深、危険水域の位置、入港時間の制

限等の入港条件を決定し、後述の７-２「情報の発信」により周知する。 

・暫定水深による運用を終了する場合は、所要の精度による水深の測量結果の報告を

受け、安全確認を行う。  

 

② 港湾管理者、地方整備局  

●被害調査  

・港湾管理者と地方整備局は、津波警報・注意報解除後、直ちに陸上と海上から、

航路・泊地における障害物の状況を目視により調査し、被害の概要を把握する。  

・被害を確認したら速やかに、災害時協定を締結している建設関連団体に協力を要

請し、深浅測量、漂流物の分布調査を実施する。  

・港湾管理者と地方整備局は、被害調査の結果を取りまとめ、海上保安部に情報提

供を行うとともに、協議会に報告する。  

 

●航路啓開  

・航路啓開方針を受けて、建設関連団体に航路啓開への支援を要請し、航路啓開を

実施する。 

・港湾管理者と地方整備局は、現場管理を行う。  

   ・まず、緊急物資や燃料油等の輸送を行う岸壁（３－１）に船舶を係留できるよ

う、最低限必要な航路と泊地を最優先で啓開する。ただし、対象岸壁については

想定である。  

   ・船舶の座礁・沈船により航路・泊地が閉塞している場合は、船社に対し撤去する

よう要請を行う。  

・啓開作業が完了したら、海上保安部に報告し、安全確認を受ける。  

   ・船舶交通制限等の見直しが決定されたら、暫定水深、危険水域の位置、入港時間

の制限等を海上保安部とともに広報し、協議会に報告にする。 

   ・暫定水深による運用を終了する場合は、所要の精度による水深の測量結果を海上

保安部に報告し、安全確認を受ける。  

   ・暫定航路や障害物の明示等の標識設置が必要となった場合は、標識の所有状況等

を考慮しながら、海上保安部とも調整の上設置する。 
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③ 建設関連団体  

●被害調査  

   ・建設関連団体は、港湾管理者及び地方整備局から要請があれば出動できるよう、

震災発生後、直ちに作業船団の組織、作業員の確保、資機材の確保等の航路啓開

に向けた準備を行う。  

・港湾管理者または地方整備局からの要請を受けて、津波警報・注意報解除後、航

路・泊地の深浅測量、漂流物の分布状況を調査する。 

・調査結果は、港湾管理者または地方整備局に報告する。  

 

●航路啓開  

・港湾管理者と地方整備局の指揮の下、航路啓開作業を行う。  

 

④ 作業関連者  

   ・作業にあたり、漁業関係者、周辺自社係留施設所有者等の作業関連者と調整を行

い、情報提供・共有を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図８ 航路啓開活動の流れ(緊急物資輸送) 

 

 

 

 

 

支援要請

報告

海上保安部

津波警報報・注意報解除　 　　　
・支援船団組織

・作業員確保

・資機材確保

被害調査
・地上および船艇からの調査　　　　・深浅測量　　　　・漂流物調査

被害状況調査

港湾管理者 地方整備局 建設関連団体

支援準備

航行制限

入港許可

航路標識の
応急復旧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　航路啓開

　　　　　　　　　・現場管理　　　　　　　　　　・漂流物除去
　　　　　　　　　　・揚収物の保管　　　　　　　・海底障害物除去
　　　　　　　　　　・出来形確認

測量成果等による
安全確認

被害状況確認
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（３）揚収物処理 

 ① 港湾管理者  

●揚収物の保管  

・揚収物は、３号ふ頭多目的広場若しくはふ頭用地に集積する。 

 

 

５-５ 緊急物資輸送の準備  

① 港湾物流企業等、陸運業者・倉庫業者 

・港湾物流企業等や陸運業者・倉庫業者は、作業員や、トラック、倉庫・上屋、荷役機

械等の状態を確認する。 

 

② 緊急物資輸送に向けた調整 

・陸運業者、倉庫業者、港湾物流企業等、港湾管理者、海上保安部は、緊急物資輸送に

向けて、実施時期、輸送船の船型、貨物の荷姿・品目、入港時の注意事項、配送先等

について調整する。  

 

 ③ 緊急物資輸送の実施 

・緊急物資輸送用岸壁の供用後、陸運業者、倉庫業者、港湾物流企業等は、必要な輸送

体制を確保し、緊急物資輸送を実施する。  
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６. 幹線物資輸送のための行動計画  

６-１ 応急復旧対象施設 

  幹線物資輸送に係る、応急復旧対象施設（想定）を図９に示す。  

 

 
図９ 応急復旧対象施設 
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６-２ 関係者と役割  

幹線貨物輸送に関する主な関係者と役割を表11に示す。  

 
表 11 施設復旧に関する関係者と役割 

  関係者 協議会会員 主な役割  

税関、植物防疫所、

動物検疫所等 

横浜税関小名浜税関支署 

 

・被害調査（調査、設備機器） 

・業務の復旧 

 

荷主企業等 アイ・テック 

昭和電工 

石油資源開発 

相馬エネルギーパーク 

相馬エネルギーサポート 

相馬共同火力発電 

太平洋セメント 

福島ガス発電 

丸三製紙 

・被害調査（業務の状態・見通

し、港湾の利用状況・見通し） 

・業務の復旧 

・自社の被災貨物、車両、荷役機

械等撤去・回収 

 

港湾物流企業等 辰巳商会 

相馬港湾運送 

日本通運 

龍北運輸 

・被害調査（業務の状態・見通

し、港湾の利用状況・見通し） 

・自社の被災車両・船舶・荷役機

械撤去・回収 

・荷役体制の応急復旧（荷役機

械、作業員、システム） 

・荷主との連絡（自社が扱う被災

貨物撤去・回収） 

 

港湾管理者 福島県相馬港湾建設事務所 ・港湾施設の被害調査 

・航路啓開 

・出来形確認 

・港湾施設の応急復旧 

・臨港道路啓開 

・被災貨物・ガレキの一時保管 

 

地方整備局 小名浜港湾事務所 ・港湾施設の被害調査 

・航路啓開 

・出来形確認 

・港湾施設の応急復旧（航路啓

開・岸壁復旧） 

 

海上保安部 福島海上保安部 ・航路の調査 

・航路標識の応急復旧 

・船舶交通の制限・見直し 

 

建設関連団体 福島県港湾空港建設協会 

福島県測量設計業協会 

福島県建設業協会 

日本埋立浚渫協会東北支部 

・港湾施設の被害調査 

・港湾施設の応急復旧 

 

(作業関連者) 漁協関係者 

自社係留施設所有者 

・作業調整、情報提供・共有  

 
関係者 主な役割 備考 

仙台入国管理局郡山出張所 

仙台検疫所小名浜出張所 

横浜植物防疫所塩釜支所小名浜出張所 

動物検疫所仙台空港出張所 

・情報の提供・共有を行う  
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災害対応等で調整が

必要となる可能性の

ある協議会員外の作

業関連者 

関係機関 港湾事業継続計画外の災害活動で調整が必要

となる可能性のある活動内容例 

警察・消防等 

 

 

福島県警察相馬警察署 

相馬地方広域消防本部 

（自衛隊※） 

・被災者安否 

・行方不明者捜索 

・交通・通行の制限 

・危険物対応 

（・災害応急対策・支援） 

 

※（）書きは、調整次第、正式に記載する。 

 

 

６-３ 応急復旧作業方針 

作業方針を以下の通りとする。  

ただし、災害後の状況によっては、関係者が協議して変更する。 
 

 （１）施設復旧 

 ① 施設復旧の作業範囲 

・施設復旧にあたっては、地方整備局は国の直轄工事で整備した施設の応急復旧を

行う。  

・港湾管理者は、県が整備した施設の応急復旧を行う。  

   ・施設が近接する場合は、必要に応じていずれかが主導して応急復旧を行うことと

する。  

   ・応急復旧工事の実施にあたっては、あらかじめ締結した災害時協定等に基づき、

地方整備局・港湾管理者と協定団体が協力して実施する。 

   ・港湾管理者は、臨港道路の応急復旧工事にあたっては、各道路管理者が開通させ

る緊急輸送路に接続できるよう、連携を取りながら行う。  

 

② 連絡調整定例会議  

   ・港湾管理者と地方整備局、建設関連団体並びに求めに応じて参加するその他の関

係者は、定例会議を開催し、応急復旧の各種調整や情報共有を行う。 

  

  ③ 揚収物、ガレキ、漂流船舶等の集積場所 

・揚収物及び撤去したガレキ、漂流船舶、車両は３号ふ頭多目的広場若しくはふ頭

用地に集積する。 

 

 （２）航路啓開・安全確認 

① 航路啓開の作業範囲  

・航路啓開の作業範囲を図９のとおり定める。 

・啓開作業は岸壁の応急復旧計画に応じ、必要な区域から順に行う。  

 

② 揚収物の集積場所  

・揚収物は３号ふ頭多目的広場若しくはふ頭用地に集積する。  
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③ 漂流船舶の係留岸壁  

・収容した港内回収船舶の係留岸壁は１号ふ頭第１船溜まりとする。 ただし、東日

本大震災の事例から設定した想定である。 

 

④ 作業船の係留岸壁  

・作業船の係留岸壁は、２号ふ頭第２船溜まりとする。ただし、東日本大震災の事

例から設定した想定である。 

 

 （３）揚収物処理 

 ・揚収物（コンテナ、貨物、車両、荷役機械、漁具、漁船等）は、所有者（船社、荷

主企業、港湾物流企業等、漁業関係者等）が引き取り処分することを原則とする。  

・ただし、被害が甚大で所有者だけでは対応が困難な場合、または所有者が不明な

場合は、担当行政機関（相馬市、新地町等）が処分を行うことを原則とする。 

 

 

６-４ 応急復旧作業手順 

各応急復旧作業の基本的な活動の手順は次の通りである。 
 

 （１）施設復旧 

 ①港湾管理者・地方整備局・建設関連団体  

   ・港湾管理者と地方整備局は、災害時協定を締結している建設関連団体に支援を要

請し、施設の被害状況の詳細な調査と輸送路確保・応急復旧工事の手順、数量等

の検討に関する協力を求める。 

   ・港湾管理者は、国・市・建設関連団体・荷主企業・港湾物流企業や船舶代理店と

協力してガレキ等の状況を調査し、撤去・回収と一時保管調整等を行う。  

   ・応急復旧にあたっては、作業関連者との連絡を密にし、必要に応じて作業関連者

に定例会議への出席を依頼するなど、連携を図りながら進める。 

 

② 港湾物流企業等  

・港湾物流企業等は、自社が取り扱う貨物や、自社の倉庫・車両・荷役機械等の被

害調査を行い、優先順位に従い応急復旧を行うとともに、港湾管理者と協力し

て、被災自社車両・荷役機械の撤去・回収を行う。 

・港湾管理者等関係機関との連携調査の下に、自社が扱い荷主が特定された被災貨

物の撤去・回収について荷主との連絡を行う。  

 

③ 荷主企業  

・荷主企業は、自社の貨物や車両、荷役機械等の被害状況調査を行うとともに、被

災した自社の貨物・車両・荷役機械等の撤去・回収を行う。  

 

④ 船舶代理店等  

・船舶代理店等は、自社が扱う船舶やコンテナの被害状況調査を行うとともに、港

湾管理者等関係機関との連携調査の下に、自社が扱う被災した船舶・貨物の撤

去、回収について船社との連絡を行う。  

 

⑤ 石油会社  

・石油会社は、石油コンビナート等防災計画に基づき、自社で保有する施設等の復

旧に努める。 
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図 10 施設復旧の流れ(幹線物資輸送) 

 

 （２）航路啓開・安全確認 

 ① 海上保安部  

●被害調査  

・海上保安部は、津波警報・注意報解除後、港内における障害物の状況を調査し、

航路啓開を担当する港湾管理者、地方整備局に情報提供を行うとともに、協議会

に報告する。  

 

   ●航路啓開・航路の安全確認  

・航路標識の応急復旧を行う。  

・港湾管理者と地方整備局から航路啓開完了の報告を受け、出来形確認の成果等によ

り安全確認を行う。安全が確認されれば、暫定水深による船舶交通の制限等の見直

しを行う。安全が確認できない場合は、港湾管理者と地方整備局に安全が確認でき

るまで航路啓開作業を行うよう指導する。  

・船舶交通制限等の見直しにあたっては、暫定水深、危険水域の位置、入港時間の制

限等の入港条件を決定し、後述の７-２「情報の発信」により周知する。 

・暫定水深による運用を終了する場合は、所要の精度による水深の測量結果の報告を

受け、安全確認を行う。  

 

② 港湾管理者、地方整備局  

●被害調査  

・港湾管理者と地方整備局は、津波警報・注意報解除後、直ちに陸上と海上から、

航路・泊地における障害物の状況を目視により調査し、被害の概要を把握する。  

・被害を確認したら速やかに、災害時協定を締結している建設関連団体に協力を要

請し、深浅測量、漂流物の分布調査を実施する。  

・港湾管理者と地方整備局は、被害調査の結果を取りまとめ、海上保安部に情報提

供を行うとともに、協議会に報告する。  
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●航路啓開  

・航路啓開方針を受けて、建設関連団体に航路啓開への支援を要請し、航路啓開を

実施する。 

・港湾管理者と地方整備局は、現場管理を行う。  

   ・まず、幹線貨物輸送を行う岸壁に船舶を係留できるよう、最低限必要な航路と泊

地を最優先で啓開する。  

   ・次いで、その他の岸壁を、優先順位に従って暫定供用に必要な水域及び水深まで

啓開作業を行う。 

   ・船舶の座礁・沈船により航路・泊地が閉塞している場合は、船社に対し撤去する

よう要請を行う。  

・啓開作業が完了したら、海上保安部に報告し、安全確認を受ける。  

   ・船舶交通制限等の見直しが決定されたら、暫定水深、危険水域の位置、入港時間

の制限等を海上保安部とともに、後述の７-２「情報の発信」により周知する。 

   ・暫定水深による運用を終了する場合は、所要の精度による水深の測量結果を海上

保安部に報告し、安全確認を受ける。  

   ・暫定航路や障害物の明示等の標識設置が必要となった場合は、標識の所有状況等

を考慮しながら、海上保安部とも調整の上設置する。 

 

③ 建設関連団体  

●被害調査  

   ・建設関連団体は、港湾管理者及び地方整備局から要請があれば出動できるよう、

震災発生後、直ちに作業船団の組織、作業員の確保、資機材の確保等の航路啓開

に向けた準備を行う。  

・港湾管理者または地方整備局からの要請を受けて、津波警報・注意報解除後、航

路・泊地の深浅測量、漂流物の分布状況を調査する。 

・調査結果は、港湾管理者または地方整備局に報告する。  

 

●航路啓開  

・港湾管理者と地方整備局の指揮の下、航路啓開作業を行う。  

 

④ 船舶代理店等  

   ・自社が扱う船舶が座礁・沈没等の被害をうけたら、まず、海上保安部や警察、消

防へ、乗員の安全確保のための通報を行う。  

   ・自社が扱う船舶やコンテナの水域への流出状況を調査し、確認した被災船舶の撤

去、揚収コンテナ貨物の回収について船社と連絡を行う。 これらの情報は適

宜、協議会に報告する。 

 

⑤ 港湾物流企業等  

・港湾物流企業等は、自社が扱う貨物や自社の車両や荷役機械等の水域への流出状

況を調査し、揚収された自社の車両や荷役機械等の回収を行う。 

・港湾管理者等関係機関との連携調査の下に、自社が扱い荷主が特定された揚収貨

物の回収について荷主との連絡を行う。 

 

⑥ 荷主企業  

   ・荷主企業は、自社の貨物や車両、荷役機械等の水域への流出状況を調査し、揚収

された自社の貨物や車両、荷役機械等の回収を行う。これらの情報は適宜、協議

会に報告する。 
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⑦ 作業関連者  

   ・作業にあたり、漁業関係者、周辺自社係留施設所有者等の作業関連者と調整を行

い、情報提供・共有を行う。 

 

 
図 11 航路啓開活動の流れ(幹線物資輸送) 

 

（３）揚収物処理 

 ① 港湾管理者  

●揚収物の保管  

・揚収物は、所定の仮置き場に集積する。 

 

●揚収物の回収・処分  

・揚収物の回収・処分は、原則、揚収物の所有者が責任を持つが、流出物が大量に発

生し、関係者が回収・処分が困難な場合は、回収の代行、一時保管を行うとともに、

所有者へ処分を求める。  

 

② 船舶代理店等  

・船舶代理店等は、自社が扱う被災船舶の撤去に関して船社と連絡を行い、その結果

について、海上保安部、港湾管理者、地方整備局に経過を報告する。  

・流出コンテナの回収について、自社が扱ったコンテナ保有会社と連絡を行う。 

 

③ 荷主企業、漁業関係者  

・荷主企業は、揚収物に自社の所有物が含まれるか港湾管理者に確認する。  

・自社の所有物が揚収物に含まれる場合、原則として自らの責任で回収・処理する。  

・港湾管理者が処理を代行する場合は、権利放棄の手続きを行い必要な代金を支払う。 
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６-５ 幹線貨物輸送再開の手順  

幹線貨物輸送再開の基本的な活動の手順は次の通りである（図12）。  

 

① 荷主企業  

・荷主企業は、業務の状態と復旧の見通し、港湾利用再開の見通しを港湾物流企業等

と船社に伝達する。  

・業務の復旧を行う。  

 

② 港湾物流企業等  

・港湾物流企業等は、荷主企業や港湾関係者の業務復旧見通しを把握し、港湾管理者

や船舶代理店等に伝達する。  

・港湾物流企業等は、荷役機械の復旧や確保、システムの復旧、作業員の配置等、荷

役体制の復旧を行う。  

 

③ 税関・植物防疫所・動物検疫所等  

・税関・植物防疫所・動物検疫所等は、庁舎や設備機器の被害調査を行い、業務の復

旧を行う。  

 

④ 船舶代理店等  

・船舶代理店等は、港湾物流企業等からの情報を自社が扱っていた船社に連絡し、船

社からの情報を港湾物流企業に連絡する。  

 

⑤ 幹線貨物輸送に向けた調整 

・各関係者は、港湾施設の応急復旧と輸送体制の見通しがついた段階で、実施時期、

使用岸壁、輸送船の船型、貨物の荷姿・品目、通関等手続き場所、入港時の注意事

項、荷役体制等の調整を行う。  

 

⑥ 幹線貨物輸送の実施 

・各関係者は、幹線貨物輸送用の岸壁が供用されたら、幹線貨物輸送を実施する。  
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図 12 幹線貨物輸送再開の流れ  

伝達 伝達 伝達

伝達

幹線貨物輸送岸壁の供用開始

幹線貨物輸送の実施

業
務
の
復
旧

船社連絡
(港湾物流情報)

　荷役機械の確保
・荷役機械、管理棟の

 復旧・確保

・作業員の配置

・システムの復旧

業
務
の
復
旧

船舶交通の
制限見直し

幹線貨物輸送に向けた調整
（実施時期、使用岸壁、輸送船の船型、貨物の荷姿・品目、通関等手続き場所、入港時の注意事項、荷役体制等）

　　　被害調査
・庁舎

・設備機器

　　　輸送再開の見通し
・業務の状態・見通し

・港湾の利用状況・見通し

　　　情報収集
・荷主企業や港湾関係者

　の復旧見通し

施設の応急復旧
航路啓開 測量成果等

による航路の
安全確認

船舶代理店等 港湾物流企業等
税関、植物防疫所、

動物検疫所等
荷主企業

港湾管理者
地方整備局等

海上保安部



34 
 

７. 情報の整理と発信 

７-１ 情報の整理  

・各関係者の被害調査の結果や復旧見通し等の情報は、随時、港湾管理者に伝達するこ

ととし、港湾管理者は情報を集約し協議会事務局と共有する。  

・港湾管理者及び協議会事務局は集約した情報を管理し、適宜協議会会員に提供する。  

・なお、被害や復旧見通し等の情報は、全ての関係者がいつでも閲覧できるように、港

湾管理者等の既存のホームページにアップする。  

 

 

７-２ 情報の発信 

（１） 情報発信の体制  

・情報発信は、協議会の下に港湾管理者と地方整備局、海上保安部の連名で、３者の情

報媒体（ホームページ等）を通じて行う。  

・３者は、以下の内容について責任を持ち、発信する内容を整理する。  

 
表 12 情報発信の責任者と責任を持つ情報 

情報発信の責任者 責任を持つ情報 

港湾管理者 港湾の被災状況と復旧状況、応急復旧方針、港湾施設の供用再

開等 

地方整備局 港湾の被災状況と復旧状況、応急復旧方針 

海上保安部 海上交通安全、船舶交通の制限等及び解除 

 

（２） 情報発信の方法  

以下の方法により随時情報発信を行う。 

  

① 港湾関係者及び港湾利用者への発信  

・記者発表、ホームページへの掲載  

 

② 協議会会員への発信  

・上記の他、電話、ＦＡＸ、E-mail、掲示板等を使用して周知する。  

 

（３） 発信する情報  

発信する情報は以下の通りとする。  

 

表13 発信する情報  

項目 内容 

応急復旧方針 応急復旧方針で定めた対象施設、スケジュール等 

港湾施設の被災状況と復旧状況 施設の使用の可否、復旧工事の状況、供用の状況等 

港湾施設の供用再開 供用再開の決定、船舶の入港等 

海上交通安全 船舶航行にあたっての注意事項 

船舶交通の制限等及び解除 船舶交通の制限等（期間、水域、制限等の内容）、解

除（時期） 
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８. 継続的な見直し（ＰＤＣＡ）の実行  

本計画で定めた事前対策の実施状況、各関係者の事業の状況、災害や港湾ＢＣＰ等に関

する新たな知見、港湾物流の最新動向等の最新情報に基づき、本計画を継続的に見直し

（ＰＤＣＡサイクル）・改善し、より有用で実効性の高い計画に更新する。  

本計画の見直しと改善は、以下の通り実施することとする。  
 

・本計画の見直しを毎年実施する。  

・大規模な計画の見直し（上位計画の変更など）は協議会で協議する。  

・軽微な変更は協議会の連絡調整定例会議等事務レベルの会議で協議する。  

 

９. 港湾機能を継続するための練習・訓練の実施  

 
年に１回、関係者による情報伝達訓練を実施する。  

 

（１） 必要な機材  

・被害調査票  

・ＦＡＸ  

・協議会名簿  

 

（２） 訓練の内容  

・各関係者は、被害調査票に被災状況を記入し、福島県相馬港湾建設事務所にＦＡＸ

により送信または直接持参する。  

・福島県相馬港湾建設事務所は、各関係者の被災状況を一覧表に整理し、協議会会員に

ＦＡＸにより送信又は直接持参する。  
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１０. 災害対応力をさらに強化するためのソフト・ハード両面の改善計画 
項目 課題 改善策 実施時期 事業主体 

初動体制     

    

施設復旧     

    

緊急物資輸送     

    

幹線貨物輸送     
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１１. 広域連携 

１１-１ 広域連携の基本的な考え方  

東北地方の港湾は、太平洋沿岸と日本海沿岸の広い範囲にわたって点在しているため、

港を取り巻く自然条件や港に対する地域の要請も、地域毎の特徴を有す。このことから、

災害時の港湾機能継続の努力は、各港の港湾ＢＣＰに基づく取り組みが基本となる。 

しかし、大規模災害時には、各港湾において単独で輸送能力を確保することは困難とな

ることが想定され、港湾機能の復旧に必要な資機材の広域調達や代替輸送による相互連

携といった広域連携が必要である。 

また、東北港湾の広域連携を自律的に機能させるためには、各港協議会を構成する各関

係機関が広域連携の考え方と自らの役割を理解し、準備しておくことが必要である。 

ここでは、大規模災害時における資機材の調達とコンテナ貨物の代替輸送による輸送

能力の補完を目的とし、広域連携の考え方と、各関係機関の役割、連携体制等を整理する。 

 

 

 
 

図13 東北港湾における広域連携のイメージ 
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１１-２ 港湾機能の早期復旧に向けた広域連携  

１１-２-１ 航路啓開 

（１） 基本的な考え方  

大規模地震や津波等の非常災害が発生した際には、港湾管理者と東北地方整備局は港

湾法及び災害対策基本法に基づき、迅速に航路啓開を行う。また、東北地方整備局は広域

的な連携の下、災害協定に基づく作業船団等資機材の調達を行う。 

 

（２） 発災後の行動  

① 広域調達 

●国土交通省 

○東北地方整備局 

・大規模災害が発生した場合は、災害協定締結団体に出動を要請する。 

・被害情報を収集し、第二管区海上保安本部、港湾管理者（福島県土木部港湾課）と

共有する。 

・収集した被害情報に基づき、優先啓開港等を決定する。 

・災害協定締結団体の会員企業との契約を締結する。 

・被害港湾の航行支援機能を早期に回復するため、被災港湾の要請に応じ、灯浮標等

航行支援施設の相互融通を促進する。 

○小名浜港湾事務所 

・被災状況調査を行い、東北地方整備局に報告する。 

・災害協定締結団体の会員企業との契約の締結や作業許可について関係機関と調整

し、本港を含む被災港湾において円滑に航路啓開が行われるよう支援する。 

●災害協定締結団体 

・災害協定に基づき、手配可能な作業船団等を把握し東北地方整備局に報告する。 

・東北地方整備局からの出動要請を受けて、会員企業を選定・派遣する。 

・派遣される会員企業は、東北地方整備局との契約の締結、作業許可申請等を行い、

本港を含む被災港湾に出動、航路啓開作業を実施する。 

●海上保安庁 

○第二管区海上保安本部 

・本港を含む被災港湾の海上保安部等より被災情報を収集し、東北地方整備局と優先

啓開港等について協議・調整を行う。 

○福島海上保安部 

・本港の被害状況調査を行い、第二管区海上保安本部に報告する。 

・本港における作業許可について小名浜港湾事務所と事前協議や必要な手続きを行

う。 

●港湾管理者 

○福島県土木部港湾課 

・本港単独での航路啓開が困難と判断した場合、東北地方整備局に広域調達の要請を

行う。 

・被害情報を収集し、東北地方整備局と共有する。 

・東北地方整備局と優先啓開港等の協議・調整を行う。 

・被災港湾の航行支援機能を早期に回復するため、被災港湾の要請に応じ、灯浮標等

航行支援施設の相互融通を促進する。 

○相馬港湾建設事務所 

・被災状況調査を実施し、福島県土木部港湾課に報告する。  
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② 本港における航路啓開作業 

・本港では、広域調達した作業船や資機材を用いて航路啓開を実施する。 

・航路啓開の手順と役割分担は、P22及びP27の（２）航路啓開・安全確認に従って実

施する。 

 

 

 
 

図14 航路啓開の広域調達の基本的流れ

津波警報（注意報）発令

船舶・職員の避難対策

協定団体への出動打診

被害状況調査

被害情報収集

優先啓開港等の決定

出動要請

契約等締結

作業許可申請

・人員及び所有船舶の避難について各主体の判断で行動する。

・東北地方整備局は作業船の手配を災害協定先の関係団体に打診
する。

・関係団体は、手配可能な作業船を洗い出し報告する。

・小名浜港湾事務所、相馬港湾建設事務所は、優先啓開航路等決定
の判断材料とすることを念頭に調査を行う。

・東北地方整備局は、港湾管理者（福島県土木部港湾課）、第二管区
海上保安本部、福島海上保安部、他部局からの情報を加え情報を
収集・整理する。

・東北地方整備局は、第二管区海上保安本部、港湾管理者（福島県
土木部港湾課）と協議・調整しつつ、被害状況、緊急物資支援、道路
啓開等を踏まえ総合的に判断する。

・東北地方整備局は、災害協定に基づき、関係団体に出動要請を行う。
・東北地方整備局は、具体的な優先啓開港等（作業船仕向港）を関係

団体に指示する。

・緊急施工協議書、緊急随意契約等を各会員会社と契約する。

・事前に福島海上保安部と迅速な許可について協議を行う。
・受注者は、福島海上保安部に作業許可申請を行い、許可を得る。

各港湾での航路啓開へ

広
域
調
達

津波警報（注意報）解除
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図 15 航路啓開の広域調達の流れ 
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（３） 航路啓開における広域調達の連絡系統 

・航路啓開における広域調達については、東北地方整備局港湾空港部が窓口となり、

災害協定締結団体支部、第二管区海上保安本部、福島県土木部港湾課と連絡を取り

合う。 

・東北地方整備局港湾空港部、第二管区海上保安本部、災害協定締結団体支部は、被

災港湾の関連組織と連携を取り合う。 

 
表14 航路啓開における広域調達の連絡窓口 

 

（４） 事前対策 

航路啓開にかかる広域調達の円滑な実施を可能とするため、関係機関は、通常時から

次の対策を実施しておくことが望ましい。 

 

表15 事前対策 

 

復旧時期 関係機関（窓口） 連絡先 

窓口 東北地方整備局（港湾空港部） 022-716-0024 

関係者 福島県（土木部港湾課） 024-521-7496 

 第二管区海上保安本部 022-363-0111 

   

災害協定締結団体 (一社)日本埋立浚渫協会東北支部 

（五洋建設㈱東北支店内） 
022-221-0931 

 (一社)日本海上起重技術協会東北支部 

（㈱細川産業本社内） 
017-723-1451 

 東北港湾空港建設協会連合会 

（東亜建設工業㈱東北支店内） 
022-262-6511 

 (一社)海洋調査協会 03-5640-0373 

 (一社)日本潜水協会 03-6858-0103 

 (一社)港湾技術コンサルタンツ協会事務局(仙台在中) 

（㈱エコー内） 
022-224-8041 

対策 内容 関係機関 

①災害協定の

締結 

・地方整備局、港湾管理者、災害協

定締結団体は、各々締結する災害

協定の内容、実施体制等について

共有する。 

東北地方整備局 

（港湾空港部、小名浜港湾事務所） 

港湾管理者 

（福島県土木部港湾課、相馬港湾建設事務所） 

災害協定締結団体 

②必要な資機

材の把握 

・関係機関は、それぞれ、航路啓開

に必要な作業船や、資機材、燃料

等を事前に想定し、情報共有する。 

東北地方整備局（小名浜港湾事務所） 

港湾管理者（相馬港湾建設事務所） 

災害協定締結団体 

③灯浮標の把

握 

・各港の直轄事務所、港湾管理者の

灯浮標の保有状態等を整理し情報

共有する。 

東北地方整備局 

（港湾空港部、小名浜港湾事務所） 

港湾管理者 

（福島県土木部港湾課、相馬港湾建設事務所） 

④訓練の実施 ・定期的に広域調達に必要な情報伝

達訓練を実施する。 

東北地方整備局 

（港湾空港部、小名浜港湾事務所） 

港湾管理者 

（福島県土木部港湾課、相馬港湾建設事務所） 

第二管区海上保安本部 

（本部、福島海上保安部） 

災害協定締結団体 
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１１-２-２  荷役機械 

（１） 基本的な考え方  

港湾管理者、港湾運送事業者等、荷役機械を所有・管理及び利用する関係者は、業界

団体や他港湾の同業者、グループ会社等と連携し、大規模災害時に荷役機械を広域調達

するための方策について、事前に対策を講じておくことが有効である。 

 

（２） 発災後の行動 

港湾関連業界団体等に支援を要請し、荷役機械等を広域調達する。 

 

① 港湾管理者 

・港湾管理者は、所有する荷役機械が被災し、応急復旧が困難な場合、必要に応じて

リース会社等を通じて荷役機械の広域調達を実施する。 

 

② 港湾運送事業者等 

・港湾運送事業者等は、所有する荷役機械が被災し、応急復旧が困難な場合、必要に応

じて港運関連業界団体やリース会社等を通じて荷役機械の広域調達を実施する。 

 

③ 港湾関連業界団体 

・港湾関連業界団体や他港の港湾運送事業者、リース会社等は、港湾運送事業者の要

請を受けて、会員企業に荷役機械等の提供を呼びかけるなど、調達の支援を行う。 

 

 

 
 

図16 荷役機械の広域調達の手順 

  

要請

港運関連業界団体
他港の港湾運送事業者

リース会社等
機械メーカー港湾管理者

港湾運送事業者等

情報収集
・荷主企業や港湾関
係者の復旧見通し

荷役体制の確保
・荷役機械の復旧・調達
・事務所の復旧・確保
・作業員の配置
・システムの復旧

幹線貨物輸送の実施

被害調査
・事務所

・荷役機械

被害調査
・荷役機械

荷役機械の復旧

荷役機械等の
調達の支援

津波警報（注意報）解除

発災・津波警報（注意報）発令

発災後１～３日

津波警報解除後
速やかに実施

広域調達報告

要請

要請

支援

引き渡し

情報収集
情報共有
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（３） 事前対策 

大規模災害時に円滑に広域調達を実施できるよう、関係機関は、通常時から次の対策

を実施しておくことが望ましい。 

表16 事前対策 

 

 
１１-３  コンテナ貨物の代替輸送 

（１） 基本的な考え方  

本港が被災し、貨物輸送需要に対応するために必要な輸送能力が確保できない場合

は、他の港湾で代替輸送し、本港の輸送能力を補完する。 

他の港湾が被災した場合は、本港が代替輸送港湾として被災港の貨物を受入れ、支援

する。 

※代替輸送港湾：被災港湾において必要な輸送能力を確保できない場合に、被災港湾に代わって貨物を輸送する港湾。 

 

 
 

 
図17 コンテナ貨物の代替輸送のイメージ  
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月

発災後の
貨物輸送需要

現時点で災害時に
確保可能な輸送能力

発災

需給ギャップ
⇒代替輸送により
バックアップ

対策 役割 関係機関 

①業界団体との連携 ・業界団体を通じた荷役機械等の支援要請の手順を確認

する。 

港湾運送事業者 

業界団体 

②代替機械の調達先

の把握 

・大型の荷役機械の代替として、大型クローラクレーン

を使用する場合等に備えて、代替機械の所在や調達先

を把握しておく。 

港湾管理者 

港湾運送事業者 
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（２） 発災後の行動  

本港が被災した場合は、被害状況及び復旧状況、代替輸送に関する利用者への情報

提供を行う。 

本港が代替輸送港湾となる場合は、発災後代替輸送の実施に向け速やかに行動す

る。 

 

① 東北地方整備局・第二管区海上保安本部・港湾管理者（福島県土木部港湾課） 

・被災港湾、代替輸送港湾と情報共有し、被災港湾の被災状況や復旧状況、応急復旧

方針、代替輸送港湾の状況等について、情報発信を行う。 

 

② 本港が被災した場合 

●港湾管理者、小名浜港湾事務所、福島海上保安部 

・相馬港湾建設事務所、小名浜港湾事務所、福島海上保安部は利用者に、被災状況及

び復旧状況、代替輸送港湾に関する情報提供を行う。 

●港湾運送事業者等、ターミナル管理者 

・港湾運送事業者等とターミナル管理者は、利用者に、被災状況及び復旧状況、

代替輸送港湾に関する情報提供を行う。 

・代替輸送港湾の港湾運送事業者等の要請があった場合、必要に応じて、コンテ

ナ貨物輸送の支援を行う。 

 

③ 本港が代替輸送港湾となる場合 

●港湾管理者 

・相馬港湾建設事務所は、被災港湾の状況や航路、荷主等に関する情報収集を行

い横浜税関小名浜税関支署相馬出張所、入国管理局、植物検疫所、動物検疫所

を含め、関係機関と共有する。 

・臨時ヤードの確保等の代替輸送の実施に必要となる港湾施設を確保する。 

 

●港湾運送事業者等、ターミナル管理者 

・港湾運送事業者等とターミナル管理者は、被災港湾の状況や航路、荷主等に関

する情報収集を行い、関係機関と共有する。 

・必要に応じて、代替輸送に必要な荷役機械の調達や、荷役時間・ゲートオープ

ン時間延長等を実施し荷役体制を確保する。 

・必要な場合には、被災港湾の港湾運送事業者等に支援を要請する。 

 

●税関、入国管理局、植物検疫所、動物検疫所 

・横浜税関小名浜税関支署相馬出張所、入国管理局、植物検疫所、動物検疫所

は、庁舎の被害や業務の状況に関する情報収集を行い関係機関と共有する。 

・被災港湾の被災状況等を把握し、必要に応じて代替輸送港湾における通関・防

疫・検疫体制を整備する。 

・必要に応じて通関、防疫、検疫関係事業者等に情報提供を行う。 
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図18 コンテナ貨物の代替輸送の手順 

 

 

（３） 連絡体制  

・代替輸送港湾と被災港湾は、情報共有に努める。 

・被災港湾は利用者に適切に被災状況や復旧見通しの情報を提供する。 

・代替輸送港湾は、利用者に代替輸送に関する情報を提供する。 

 

 

 
 

図19 コンテナ貨物の代替輸送の連絡体制 
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（４） 事前対策  

本港が、他港の代替輸送を円滑にできるよう、通常時から次の対策を実施してお

く。 

 
表17 コンテナ貨物の広域調達の事前対策 

 

 

  

対策 役割 関係機関 

①代替輸送港

湾としての

輸送能力の

確保 

・代替輸送港湾となった場合の、臨時ヤードの

想定、仮設上屋の設置、ゲートオープン時間

の延長、荷役時間の延長等の臨時措置を検討

する。 

港湾管理者 

（相馬港湾建設事務所） 

ターミナル管理者 

港湾運送事業者 

②代替輸送港

湾における

貿易手続き

体制の確認 

・代替輸送港湾において、大量の貨物の流入や、

通常時に扱っていない品目の流入に備え、代

替輸送港湾における貿易手続き体制を確認

する。 

植物防疫所 

動物検疫所 

③大規模地震

対策施設の

整備 

・港湾計画に位置づけられた大規模地震対策施

設の整備を着実に進め、港湾機能の充実を図

る。 

東北地方整備局 

（港湾空港部、小名浜港湾

事務所） 

港湾管理者 

（福島県土木部港湾課、 

 相馬港湾建設事務所） 

④情報発信 ・予め情報発信すべき事項について整理し、情

報発信体制を整備する。 

〈情報発信事項〉 

・応急復旧方針（応急復旧方針で定めた対象施

設、スケジュール等） 

・港湾施設の被災状況と復旧状況（施設の使用

可否、復旧工事の状況、共用の状況等） 

・港湾施設の共用再開（共用再開の決定、船舶

の入港等） 

・海上交通安全（船舶航行にあたっての注意事

項や航行禁止水域等） 

・航泊禁止の解除（航泊禁止の解除等時期、水

域、吃水制限） 

・代替輸送港湾の状況（代替輸送可能な港湾、

航路、貨物の取扱状況等） 

東北地方整備局 

（港湾空港部、小名浜港湾

事務所） 

港湾管理者 

（福島県土木部港湾課、 

 相馬港湾建設事務所） 

第二管区海上保安本部 

（本部、福島海上保安部） 
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１１-４  通信と情報収集の手段の確保  

事前対策として関係機関は、災害時の情報通信を確実に行えるよう、あらかじめ複数

の通信手段を確保し、連絡先を共有する。また、津波警報が解除されるまでの間であっ

ても、情報収集が可能な手段について既存のヘリコプターや防災監視カメラのより効率

的、効果的な運用に加えて、更なる情報収集手段の検討をするとともに、津波警報解除

後、速やかに港湾施設の被害状況を確認する手段についても検討する。 

 

 
表18 通信と情報収集の手段の確保の事前対策 

対策 役割 関係機関 

①通信手段の

確保 

・関係機関と災害時の情報通信を確実に行え

るよう、複数の通信手段を確保し、連絡先

を共有する。 

全関係機関 

②情報収集手

段の確保 

・津波警報が解除されるまでの間、情報収集

が可能な手段を検討する。 

・津波警報解除後、速やかに港湾施設の被害

状況を確認する手段を検討する。 

東北地方整備局 

（港湾空港部、小名浜港湾

事務所） 

港湾管理者 

（福島県土木部港湾課、 

 相馬港湾建設事務所） 
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１２．高潮・高波・暴風対応 

１２-１ 基本的な考え方 

台風等に伴う高潮・高波・暴風対応として「フェーズ別高潮・暴風対応計画」を港湾

ＢＣＰに掲載し活用して港湾機能の早期復旧に向ける。 

 

 
１２-２ 対象施設名 

   ① 緊急物資輸送ターミナル；３号ふ頭第１号岸壁(耐震)(-12m)（３－１） 

   ② 臨港道路       ；臨港道路１号線（Ｒ－１） 

 

 
１２-３ フェーズ別対応計画 

（１） 相馬港フェーズ別高潮・暴風対応計画について 
フェーズ別高潮・暴風対応計画（以下、「対応計画」という。）は、関係者が迅速

かつ円滑な防災行動を効果的・効率的に行うための判断の参考として活用するツー

ルである。 
本対応計画は、警報級の現象が予想される台風等の接近により、相馬港において

想定される標準的な防災行動項目を列記したものである。 
一方で、関係者は、台風等の状況によって時間軸や災害外力が変化するという認

識の下、台風等の進路・強さ・速度・接近時間帯等個々の気象状況や、浸水の発生

の可能性の有無、港内の活動状況等を総合的に勘案し、その都度、防災行動の内容

や実施のタイミングについて各実施主体が責任を持って判断し、柔軟に対応する必

要がある。 
本対応計画は、現時点までの検討結果をとりまとめたものであり、今後の訓練等

の実施のほか、実際の台風来襲時に対応計画が十分に機能していたかを検証し、そ

の結果に基づき、必要に応じて見直しを行うこと等により、適宜改善を図ることと

する。 
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表 19 港湾管理者の対応（福島県） 
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表 20 国の対応（小名浜港湾事務所） 
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事前対策
実施の条件

気象庁の発表により、「猛烈な」または「非常に強い」、かつ「大型」または「超
大型」規模の台風が対象。
当該台風が１日先の台風予報の暴風警戒域に当該港湾が入っている場合、事前対策
を実施。

１２-４ 緊急物資輸送ターミナルにおける事前対策 

（１） 事前防災行動 
  各関係者は、１２-３「フェーズ別対応計画」に基づき行動するものとし、各設備の

事前防災行動は、表 23 にて行う。 
 

表 21 ３号ふ頭第１号岸壁(-12m)(耐震)（３－１）における事前防災行動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 被害を受けた場合の対応策 
  ・５「緊急物資輸送のための行動計画」による。 

 
 
１２-５ 臨港道路の地震・冠水・電源対策 

（１） 対象施設名 
   ① 臨港道路１号線 （Ｒ－１） 

 
（２） 事前対応策 
  ・１２-３「フェーズ別対応計画」による。 

  ・土のう設置については、以下ＵＲＬの事例を参考とする。 

 

  ・港湾における高潮・高波被害軽減のための土のう設置事例集 

～港湾での台風対策のノウハウ共有を図ります～（国土交通省） 

   https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr7_341691.html 

 

（３） 被害を受けた場合の対応策 
・５「緊急物資輸送のための行動計画」および６「幹線物資輸送のための行動計画」

による。 

・電気室入口に土のうの設置

・電気室入口に仮設止水板の設置

・ヤード内の待避場所へ移動

・ヤード外の待避場所へ移動

・浸水を回避すべき貨物・車両の高台への移動

停電対策 ・非常用電源のリース

・ヤード内の待避場所へ移動

・ヤード外の待避場所へ移動

・仮ナンバープレートの取得

対策区分 被害想定 事前対策内容

ターミナルの機能停止

その他

暴風対策

荷役車両の故障

貨物・一般車両の流出・火災

荷役車両の転倒 ・脚の固定、逸走・横転防止措置を実施

浸水対策

電源設備の
機能損失

受変電設備等


